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               自主的に考え、正しく行動できる生徒    ＜自立と自律＞ 

素晴らしい音楽会をありがとう 
 ３年ぶりとなった市民会館での校内音楽会でしたが、とても素晴らしく、多くの感動をもらいました。 

体育館開催となった昨年度、一昨年度の音楽会も素晴らしいものでしたが、今年度の音楽会も素晴らしい 

ものとなりました。各クラスや選抜生徒による合唱が素晴らしかったことは言うまでもなく、それ以外の 

ことも大変良く取り組んだと思います。当日は、学校に集合し徒歩で市民会館に向かいましたが、集合や整

列、歩き方、合唱を聴く側としての態度など、高い評価ができることを多く目にしました。 

 開会式で、私は、皆さんに期待すること、求めることを話しましたが、音楽会が終わって、皆さんの心の

中に、満足感や充実感、達成感などがあったでしょうか。 

 他の人と同じ目標に向かってひとつのことをつくりあげていく難しさや苦労、そして、その先にある喜び

を経験していくことが学校行事の目的のひとつです。 

 

服装等の規定の見直し 
 過日、文書にてお知らせをいたしましたが、来年度からの新標準服（制服）の導入を機に、服装等の規定

を見直しております。 

 基本的には選択肢を増やし、生徒が自ら考えて選択・決定できるようにしようと考えていますが、以下の 

ことを服装等の規定の見直しの大原則とします。 

 なお、近日中に、見直し後の規定について公表する予定であり、公表後は、すぐに新しい規定を導入する

予定です。（文書を発出します。また、生徒には、直接、教員が説明します。） 

  

 １ 制服を生徒の公式な服装と位置づけ、付属する服装の規定については、公の場面で通用するものと 

します。具体的には、中学校は進路指導を重要視しており、受験等で生徒の不利益とならない観点から 

「公の場面で通用する」ことを考えます。 

 ２ 上記１に関わり、多くの上級学校（主に高等学校）で禁止されている事項については、受験等で生徒 

の不利益とならないよう準じて考えます。 

 ３ 保護者の経済的負担を考慮し、現在、認められている事項は引き続き承認していきます。また、選択 

肢を増やすことで、安価な物が購入できるよう、また、他で購入した物を代用できるように考えます。 

 ４ 合理的な説明のできない事項については、積極的に見直しを行います。また、今回の見直しで完成・ 

終了ではなく、今後も、検討を続けます。 

 

                               （裏面あり） 



校内音楽会 

  １年生  金賞 ５組    銀賞 ３組 

  ２年生  金賞 １組    銀賞 ３組 

  ３年生  金賞 １組    銀賞 ３組    銅賞 ４組 

  指揮者賞  １年生  ２名 

        ２年生  １名 

        ３年生  ２名 

  伴奏者賞  １年生  １名 

        ２年生  ２名 

        ３年生  ２名 

 

 

西中生の活躍 

 ●新人大会 県大会 

   第３位  ソフトボール部 

 

●「税の作文」コンクール 

    埼玉県租税教育推進協議会会長賞  1名 

狭山市優秀賞           ２名 

 

 ●令和 4年度身体障害福祉のための児童生徒美術展 

  入選  １４名 

 

  ●令和 4年度入間地区人権標語募集 

  優秀賞  １名 

   

 

ＰＴＡ役員による花壇の手入れ 

   ＰＴＡ本部役員の皆さんに 

  花壇の手入れをしていただき 

  ました。 

   他の業務もあり大変な中、 

  ありがとうございました。 
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